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〇 少子化や子供たちの生活の多様化、家庭環境の変化等により、子供の体験活動の場や機会は減少傾向となっている。
〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、子供の体験活動の減少に拍車がかかっている。 ⇒ 子供の体験活動推進宣言
〇 このような状況を踏まえ、企業等とも連携したリアルな体験活動を推進することとして、企業、教育委員会、青少年団体等、子供の体験活動に携わる

  実務者による「子供の体験活動推進に関する実務者会議」を設置し、体験活動に関する推進方策を検討。

企業等と連携した子供のリアルな体験活動の推進についての概要
～子供の体験活動推進に関する実務者会議論点のまとめ ～

第１ 体験活動の定義、効果・意義、現状

背景

Ⅱ 体験活動の効果・意義

Ⅲ 子供の体験活動の現状

青少年教育施設の減少自然体験に関する行事に参加した子供の割合の減少

学校以外の公的機関や民間団体等が行う自然体験に関する行事に
参加した子供（小学１年～6年生）の割合（％）は、平成２１年度から
令和元年度の１０年間で５４.７％から５０％に減少

国公立青少年教育施設数は平成１４年度の746施設をピークに、
年々減少を続け、令和3年度には337施設に減少

（文部科学省「社会教育調査」）

10年間で
４．７ポイント減少

19年間で４０９施設
（５５％）減少

〇 自尊感情、自己肯定感、自律性、協調性、積極性といった非認知能力の
上昇、物事に対する意欲の向上

〇 体験活動を提供する企業における、社員の所属する企業の社会的
役割の再認識、労働意欲の向上 等

〇 体験活動とは「体験を通じて何らかの学習が行われることを目的として
体験するものに対して意図的・計画的に提供される体験」（H19中教審答申）

〇 体験活動は、具体的には、「生活・文化体験活動」、「自然体験活動」、「社
会体験活動」に分類（H25中教審答申） 。
※企業等による職場体験や科学体験、国際交流体験、読書活動等も含まれる。

（独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識調査」）

Ⅰ 体験活動の定義

1



第２ 企業や青少年教育団体等と連携した子供の体験活動推進にあたっての課題 

1 体験活動の「量」の確保
〇学校や青少年教育施設、青少年教育団体、企業等の連携による

体験活動の場や機会の充実

〇家庭の経済状況や障害等、困難な状況等にある子供の参加促進

〇学校教育活動に加え、企業や青少年教育団体等による学校教育

活動外での体験活動の推進

2 体験活動の「質」の確保
〇安全安心で、子供の発達段階や興味関心に応じた多様な体験活動の

提供

〇達成感や学び、連帯感等を感じられるプログラムの作成

〇参加者や保護者のニーズに応じたプログラムの作成

〇多様な体験活動に関する指導者の確保と養成

3 体験活動の「利用者」と「提供者」を結びつける仕組みの構築

〇体験活動に関する統一的なポータルサイトの構築

〇各地域における体験活動推進拠点の整備

〇「利用者」と「提供者」をつなぐコーディネータの確保と養成

4 体験活動の「利用者」の参加インセンティブの仕組みの構築
〇日常では経験できないリアルで魅力的な体験活動プログラムの

提供

〇学校や地域のニーズを踏まえた体験活動プログラムの作成

〇学校や教師に対して、体験活動の有用性を伝える取組

〇学校や教師、青少年教育団体等を顕彰する仕組みの構築

5 体験活動の「提供者」の参加インセンティブの仕組みの構築

〇体験活動プログラム作成にあたっての企業へのサポート

〇企業のブランドイメージや、青少年教育団体のモチベーションの

向上に資する表彰制度の充実

〇子供や保護者等の声を「提供者」に届ける仕組みの構築

6 体験活動の教育的価値の啓発

〇国民全体に向けた体験活動の効果や有用性を広めるための啓発

※「利用者」：体験活動プログラムを利用する学校や個人等
「提供者」：体験活動プログラムを提供する企業や青少年教育団体等
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1 ポータルサイトの構築
〇全国の体験活動に関する情報を網羅的に集約したポータルサイトの構築と周知

〇体験活動の優良事例や自治体のイベント情報、コーディネータ等の情報発信

〇検索機能、アンケート機能、活動記録機能、体験活動数の把握機能等の実装

〇ポータルサイト運営管理者による利用者へのサポート体制の構築

2 地域における体験活動推進拠点体制の在り方の検討

〇地域拠点の実態把握や好事例の発信

〇地域拠点を支える人材や財源の確保方策（コーディネータの役割の明確化）

〇地域学校協働本部（地域学校協働活動推進員）との連携

3 「利用者」「提供者」のニーズを踏まえた体験活動プログラムの充実

〇学校、青少年教育団体等の知見を活用した企業等による体験活動プログラムの

開発

４ 指導者の研修
〇自然体験活動指導者（NEAL）の活用等による研修の充実

〇教員研修等の場での周知

５ 体験活動を普及するための周知活動
〇「利用者」と「提供者」の相互理解を深めるフォーラム等の開催

〇青少年教育施設職員による学校や教師への説明会 等

1 地域拠点体制の整備と運営
〇モデル事業の実施とその成果の

発信

〇地域拠点同士のネットワーク構築

2 コーディネータの確保と養成

〇コーディネータの確保方策の検討

〇コーディネータの研修制度の創設

3 指導者の確保と養成

〇様々な体験活動の指導者の確保・

養成策の検討

4 体験活動の普及啓発
〇ポータルサイトでの情報発信

〇体験活動普及啓発フォーラムの開催

〇「体験の風をおこそう推進月間」の

推進 等

〇短期的方策、

中期的方策を

踏まえた、

体験活動の

フォローアップ、

評価、新たな

推進方策の

検討

Ⅲ 長期的方策
（6年以上）

Ⅱ 中期的方策（３年～5年程度）Ⅰ 短期的方策（１、2年程度）

第３ 企業や青少年教育団体等と連携した子供の体験活動の推進方策 
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4

〇実施地域・場所 〇実施時期・期間
〇対象者（学校種・学年・年齢等）・募集人数
〇指導者 〇料金・参加費
〇活動内容
（生活・文化体験、自然体験、社会体験等）
※想定される教科単元、学校教育活動外の活動か
※期待される教育上のねらい
〇こどもの声（体験の質）
〇安全対策（事故防止、コロナ対策、保険等） 等

提供者（企業や青少年教育団体等）利用者（学校や個人等） ポータルサイト
（団体向け／個人向け）
〇知りたい情報の検索機能
〇見やすく操作しやすい画面
〇申込・アンケート機能
※利用実績の把握・分析を可能に
〇取組事例

コーディネータ
〇地域で活躍する人材
（教職経験者、企業経験者、地域学校協働活動
推進員、社会教育関係者、青少年教育団体
関係者（社会教育士等））への参加呼びかけ
〇コーディネートにより実施した体験活動の実績
の把握

等

問い合わせ
相談（ニーズ）

体験活動の提案・調整

ニーズの伝達
調整

体験活動の提案

登録
閲覧
検索
申し込み

登録
閲覧
検索

体験活動プログラムの利用者と提供者のマッチング（イメージ）

〇実施地域・場所 〇実施時期・期間
〇対象者（学校種・学年・年齢等）・参加人数
〇指導者 〇予算
〇希望する体験活動内容
（生活・文化体験、自然体験、社会体験等）
※想定される教科単元、学校教育活動外の活動か
※期待する教育上のねらい
〇安全対策（事故防止、コロナ対策、保険等） 等 活 用

マッチング
利用者・提供者の双方の合意

利用者の申込完了

※「利用者」：体験活動プログラムを利用する学校や個人等
「提供者」：体験活動プログラムを提供する企業や青少年教育団体等
ただし、例えば、体験活動を提供する青少年教育団体は、状況によって、
「利用者」にも「提供者」にもなりうることに留意。 4



独立行政法人国立青少年教育振興機構の取組

国立青少年教育振興機構について

我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年をめぐる様々な課題へ対応するため、青少

年に対し教育的な観点から、より総合的・体系的な一貫性のある体験活動等の機会や場を提供する

とともに、青少年教育指導者の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び研究、関係機

関・団体等との連携促進、青少年教育団体が行う活動に対する助成を行い、我が国の青少年教育

の振興及び青少年の健全育成を図ることを目指しています。

子供の貧困対策事業 青少年教育に関する調査研究

全国の国立青少年教育施設

当キャンプは、困難な環境にある子供を対象に体験活動を通じて、規則正しい生活習慣や自立する

力を身に付けることを目的とし、児童養護施設等と連携して事業を実施しています。

１．生活・自立支援キャンプ

民間団体が、経済的に困難な状況にある子供を対象とした体験活動や読書活動等を行う場合は、

通常は助成対象外としている参加者の交通費、宿泊費などの自己負担経費について、参加する子供

の負担を軽減するために助成の対象としています。

２．子どもゆめ基金による支援

本制度は、経済的に困難な状況下で大学や専門学校において勉学に励む、児童養護施設又は母

子生活支援施設に在籍していた学生を対象とした制度です。長期休暇や土日を活用し、当機構の施

設で「生活自立支援キャンプ」をはじめとする各種事業や施設運営の補助に従事し、報酬として毎月定

額を支給し学生を支援しています。

３．学生サポーター制度

国立青少年教育振興機構では、青少年教育に関する調査研究を実施し、その成果を広く提供・

活用することにより青少年教育の振興を図ることを目的としています。

▶「青少年の体験活動等に関する意識調査」

平成18年度から青少年の自然体験、生活体

験、生活習慣の実態や自立に関する意識等に

ついて、全国規模の調査を行っています。

令和元年度に行った調査では、社会経済的

背景の相違に関わらず、自然体験が多い子供

ほど、自己肯定感が高く、自律性・積極性・協

調性といった自立的行動習慣が身についている

傾向があることなどが分かっています。

令和4年度に行った最新の調査結果は、本年

3月に当機構HP上で公開予定です。

図 自然体験２群と世帯年収を要因とした自己肯定感に関する
指標の得点比較（小４～小６生）

本調査結果の詳細は、こちらの
QRコードよりお読みいただけます。
是非アクセスください！👉👉👉

全国28か所にある国立青少年教育施設では
豊かな自然をはじめとする特色を生かしたプログラ
ムを提供しています。

★詳しくは各施設のＨＰを参照いただき、ご相談ください。
⇒https://www.niye.go.jp/facilities/facilities.html

出典：青少年の体験活動等に関する意識調査（令和元年度調査）

5

https://www.niye.go.jp/facilities/facilities.html


6

ta.kanagawa
テキスト ボックス
令和4年度　国立青少年教育振興機構概要より抜粋



7

ta.kanagawa
テキスト ボックス
令和4年度　国立青少年教育振興機構概要より抜粋



「子どもゆめ基金」は、 未来を担う夢を持った子供の健全育成を推進するため、民間団体が行う
様々な体験活動や読書活動への支援を行っています。

<助成の対象となる団体>
〇財団法人や社団法人
〇特定非営利活動法人
〇法人格を有しないが、青少年のために活動する団体 等

<助成の対象となる活動>
①子供の体験活動
・自然観察やキャンプ等の自然体験活動
・科学実験教室等の科学体験活動
・文化・芸術、スポーツ等を通じた交流体験活動
・清掃、高齢者介護体験等の社会奉仕体験活動
・子供の体験活動の指導者養成 等

②子供の読書活動
・読み聞かせ、読書会活動
・子供の読書活動の振興を図るフォーラムの開催 等

③子供向け教材開発・普及活動
・子供の体験活動や読書活動を支援・補完する
デジタル教材を開発し、普及する活動

※経済的に困難な状況にある子供の体験活動への助成について、通常は助成対象外とされてい
る参加者の交通費・宿泊費・飲食代等を特に助成の対象とすることで、参加者の負担を軽減し
ています。

活動規模 参加者を募集する範囲 限度額

全国規模 24都道府県以上で募集 600万円

都道府県規模 都道府県全域又は複数都道府県にて募集 200万円

市区町村規模 市区町村単位又は複数市区町村にて募集 100万円

【活動規模別の助成金限度額】

活動分野 申請件数 採択件数 交付決定額

体験活動 3,486件（▲592件） 2,901件（▲154件） 12.1億円（▲0.3億円）

読書活動 352件（▲61件） 309件（▲14件） 1.3億円（▲0.2億円）

教材開発 27件（2件） 12件（▲1件） 0.8億円（▲0.03億円）

合計 3,865件（▲651件） 3,222件（▲169件） 14.2億円（▲0.5億円）

活動時期 申請・交付決定スケジュール

一次
募集

令和6年4月1日
～令和7年3月31日

〇申請：令和5年10月1日～11月21日
〇交付決定：令和6年4月（予定）

二次
募集

令和6年10月1日
～令和7年3月31日

〇申請：令和6年5月1日～6月18日
〇交付決定：令和6年8月（予定）

【令和5年度助成金の申請・採択状況】※（前年度比増減）

【令和6年度募集スケジュール】

子どもゆめ基金事業について

※二次募集は、市区町村規模で申請額50万円以下の活動が
3件まで申請可能となります。

※活動実績のない新規団体は、
原則として限度額の２分の１となります。

※子どもゆめ基金サイト
https://yumekikin.niye.go.jp/

<助成の対象とならない活動（例）>
〇国又は地方公共団体等が実施する活動
〇国又は地方公共団体等との「共催」で実施する活動
〇他の機関・団体等から委託（指定管理）を受けて行う活動
〇学校の授業や行事の一環として行う活動
〇国又は国が出資した資金等に助成金等の申請を行う活動
（例：芸術文化振興基金、スポーツ振興基金、社会福祉振興助成事業、

地域と学校の連携・協働体制構築事業等）
※地方公共団体の補助金・助成金を併用することは可能です。
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コミュニティ・スクールと
地域学校協働活動の一体的推進等

について
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※ 学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

校長が作成する学校運営の基本方針を承認
学校運営について、教育委員会又は校長に意見
教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

※ 地域学校協働本部
地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動
地域と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度
・地域住民
・保護者
・地域学校協働活動推進員 など

地域住民等の参画を得て、
・放課後等における学習支援・体験活動（放

課後子供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動

補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統行事

への参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA
地域住民

保護者

子ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

民生委員
児童委員

人権擁護
委員

消防団

教育・体験活動プログラム等の利用者
と提供者のマッチングを行うポータルサイ

ト（R5年度中に構築予定）の活用

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条

10



様々な地域学校協働活動

家庭教育支援活動 地域の行事、イベント、お祭り、
ボランティア活動等への参画

地域未来塾学びによるまちづくり・
地域課題解決型学習・郷土学習

学校に対する多様な協力活動

放課後子供教室

「地域学校協働活動」とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、
「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして、以下の様々な取組を組み合わせて実
施する活動

定 義
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コミュニティ・スクールを導入している学校数：18,135/34,687校
（教育委員会が学校運営協議会を設置している学校数）

全国の公立学校のうち、52.3％がコミュニティ・スクールを導入

コミュニティ・スクールの導入状況 -学校数-

75％以上

50％以上

25％以上

25％未満

▍ 都道府県別導入割合

▍ 全国のコミュニティ・スクールの数

令和５年５月１日
時点

幼稚園
341/2,437園

義務教育学校
152/202校

小学校
10,812/18,437校

高等学校（中等教育学校含む）

1,152/3,484校

中学校
5,167/9,010校

特別支援学校
511/1,117校

▍ 校種別導入校数の推移

※沖縄県は地図を拡大しています。

コミュニティ・スクールとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５
の規定に基づく学校運営協議会を置く学校であり、学校運営協議会とは同規定に基づ
き教育委員会より任命された委員が、一定の権限と責任を持って、学校の運営とその
ために必要な支援について協議する合議制の機関のことです。

／34,687

前年度から

2,914校増
（導入率9.4ポイント増）

10,812

12



コミュニティ・スクールの導入率

都道府県・指定都市別/全学校種

全国平均52.3%

令和５年５月１日
時点

都道府県（指定都市含まず） 指定都市
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コミュニティ・スクールは、学校と地域をとりまく課題解決のための仕組み（プラットフォーム）

２．コミュニティ・スクールのメリットコミュニティ・スクールの有用性

学校の課題

「社会に開かれた
教育課程」の実現

教育の目標などを学校と
地域が真に共有し、連
携・協働することに課題

(例) 茨城県牛久市

学校運営協議会委員が
授業研究に参画。学校理
解を深め、熟議を行うことで、
社会に開かれた教育課程を
実現。教師の授業力向上、
子供の学力向上にも寄与

子供の課題

不登校対策

不登校やいじめなど、学
校内外において子供が抱
える問題への対応に課題

(例) 北海道登別市

学校運営協議会の組織
を生かし、多様な関係主
体との円滑な情報共有や
連携・協働により、チームと
しての不登校対策体制を
構築

地域の課題

地域コミュニティの
再生

子供たちが地域と関わる
機会、ふるさとを知り学ぶ
機会の減少などの課題

(例) 岩手県大槌町

地域の協力のもと郷
土の歴史や特産・文化
を学ぶ「ふるさと科」を
推進し、子供たちの地
域への愛着を育む学び
を充実

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）により、地域全体で解決に向けて取り組む

地域防災
災害時に避難所となる
学校と地域の連携体
制・物資等の整備に課
題

(例) 熊本県

自治体の防災担当職
員等が学校運営協議会
に参画し、地域住民との
合同防災訓練など、防
災に関する事項・取組を
協議・実践

学校における
働き方改革

学校業務の精選や教師
の意識改革などに課題

(例) 岡山県浅口市

保護者や地域住民と
目標や課題を共有し、
業務の見直しを実現。
協議を通じて教師の意
識改革にも成果

学校や子供たち、地域が抱える様々な課題を学校だけに任せるのではなく、地域全体で解決を図る必要性
→ 学校と地域が目標や課題を共有し、協議する仕組み ＝ コミュニティ・スクール
→ 保護者や地域住民等が当事者意識を持って参画することで、様々な取組が活性化
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放課後児童クラブ関係者も含めた地域と学校の連携・協働体制を構築している事例

東京都八王子市

元木小学校の学校施設外で運営している放課後児童クラブが、平成30年度に移転することが決まっていた。

学校敷地内専用施設への移転については、学校運営協議会でも協議がされたが、その際、放課後児童クラブの施設長兼運営NPO法人代

表が学校運営協議会委員となっていたことで、学校運営協議会の重要な議題となり、「学校教育活動や学校周辺の近隣住民の生活に支

障をきたさない」という視点で、市側との緊密な連携のもと計画を練り上げ、スムーズに移転を進めることができた。

また、放課後の子供の居場所づくりとして、放課後子供教室が毎週３回実施されている。運営組織は地域住民有志から成る推進委員会だ

が、推進委員会の会長は学校と地域住民との橋渡しを行う学校コーディネーター（地域学校協働活動推進員）も務める学校運営協議会

委員である（放課後児童クラブ施設長とは別の委員）。これにより放課後児童クラブ、放課後子供教室それぞれからの報告が学校運営協

議会でなされ、全委員が情報を共有できるため必要に応じての連携もしやすくなった。

学校運営協議会で、放課後児童クラブ関係者から活動の様子を共有いただくことで、地域と学校が全体として子供たちの様子を把握できると

ともに、放課後児童クラブ関係者にとっても学校の活動を知る機会となり、お互いの理解が進むことで普段から連携がしやすくなった。

市内の約17の小学校において、学区内の放課後児童クラブ関係者
が学校運営協議会委員となり、地域関係者の一員として学校運営に
参画している。

八王子市立元木小学校の例

※八王子市は全ての公立小学校に学校運営協議会が設置されている。
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総合教育会議を活用した放課後児童対策の検討

大阪府池田市
令和３年度に、市長から、教育長に対して、待機児童を生じさせることの
ないよう受け皿を確保すべく、学校施設の積極的活用に関する要請。総
合教育会議においても、議題として協議。

これを受け、教育委員会として、放課後児童クラブに対する小学校の部
屋の提供を協議・検討。

令和４年度の総合教育会議において、教育委員会から、4校での部屋
の追加提供のほか、追加提供ができなかった小学校については、特別教
室を午後から活用可能とする調整を行った旨を報告。

委員からは、「教育委員会は、4校で部屋の追加提供を行うなどしており、
これらの取組は評価できる」といった意見や、「プレハブの建築や民間の保
育施設の活用なども考えられる」といった意見が出された。

総合教育会議：
教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を
図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るため、地方公共団体の長及び
教育委員会により構成される。
教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策等に
ついて協議を行うこととなっている。
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第１条の４により設置

山形県鶴岡市

令和２年度の総合教育会議において、「地域と学校の連携について」の
テーマのもと、「放課後対策」について協議。

事務局からは、放課後児童クラブの学校施設の活用状況、放課後児
童クラブの空き教室や特別教室の開放希望調査の結果、他市の例も
参考にした校舎と放課後児童クラブ施設の合築の検討状況などを報告
。

委員からは「先生方の負担にならないような形で、・・・学校の施設を使う
ということをもっと積極的に考えていただきたい」「今回の放課後対策にお
いて学校の空いているところを使うということに関しては大賛成で、是非や
っていただきたい。しかしながら、・・・学校の教職員が放課後活動のため
に施設の管理をしたり、子どもたちへの支援をしたりするという事は、働き
方改革の面からも避けなくてはならないのではないか・・・放課後児童クラ
ブや子ども教室に学校の余裕教室などを開放する場合には、・・・管理区
分をちゃんとしてから開放しなくてはいけないのではないか」といった意見が
出された。

※「令和2年度第2回鶴岡市総合教育会議議事録」をもとに、文部科学省作成。
※「令和3年度第1回池田市総合教育会議議事録」「令和4年度第1回池田市総合教育会議議事録」をもとに、

文部科学省作成。

「教育委員会の現状に関する調査」（令和３年度間）
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本事業を通じて、
子供を取り巻く課題（※）を
改善・解決した自治体の増加

▶ 各自治体は、課題に応じた目標を設定し、事業年度ごとに取組の成果分析を実施
▶ 国は、各自治体の評価をとりまとめ、事業年度ごとに事業全体の成果分析を実施

併せて、全国の好事例等を共有し、各自治体の事業改善に繋げる

第４章 中長期の経済財政運営
５．経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進
（質の高い公教育の再生等）

教職の魅力向上等を通じ、志ある優れた教師の発掘・確保に全力で取り組む。教師が安心して本
務に集中し、志気高く誇りを持ってこどもに向き合うことができるよう、（略）コミュニティ・スクール等も
活用した社会全体の理解の醸成や慣習にとらわれない廃止等を含む学校・教師が担う業務の適正化
等を推進する。・・・（略）
安心して柔軟に学べる多様な学びの場の環境整備を強化する。（略）地域を始め社会の多様な

専門性を有する大人や関係機関が協働してきめ細かく教育に関わるチーム学校との考え方の下、地域
と連携したコミュニティ・スクールの導入を加速するとともに、・・・（略）

地域と学校の連携・協働体制構築事業
～コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進～

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進する自治体の取組
に対する財政支援

事業内容

令和６年度予算額（案） 71億円
（前年度予算額 71億円）

（担当：総合教育政策局地域学習推進課）

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標） 中期アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）

▶ 予測困難なこれからの社会においては、学校・家庭・地域が連携・協働し、社会全体で
学校や子供たちの成長を支えることが重要

▶ コミュニティ・スクールは、子供を取り巻く課題の解決に向けて、保護者や地域住民等が
一定の権限と責任を持つ「当事者」として学校運営に参画する学校運営協議会を置く
学校（R5時点:18,135校、52.3％）

▶ コミュニティ・スクールと社会教育活動である地域学校協働活動を一体的に推進するこ
とで、学校・家庭・地域が連携・協働して、自立的・継続的に子供を取り巻く課題を解
決できる地域社会の実現を目指す

事 業
実 施 期 間 ： 平成27年度～

交 付 先 ： 都道府県・政令市・中核市（以下「都道府県等」）

要 件 ： ①コミュニティ・スクールの導入または導入計画があること
②地域学校協働活動推進員等を配置していること

補 助 率 ： 国1/3、都道府県等1/3、市区町村1/3

支 援 内 容 ： 地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等に係る
諸謝金、活動に必要な消耗品等

現状・課題

（地域学校協働本部）
企業・NPO保護者地域住民

民生委員
児童委員

文化・

スポーツ団体
消防団PTA

地域学校協働活動

小 小
高 特中

コミュニティ・スクール
幼自

治
体
（
教
育
委
員
会
）

地域学校協働活動推進員
(学校と地域をつなぐ企画・調整役）

常駐 高

人権擁護委員

事業改善・充実のための取組（R5～）

ロジックモデル

すべての自治体で地域学校協働活動等の
学校・家庭・地域が連携・協働した教育活動を実施

【参考】予算補助を受ける自治体数
R3:1,345自治体 R4:1,356自治体 R5見込み:1,388自治体

地域学校協働活動推進員等の数の増加
【参考】予算補助を受ける地域学校協働活動推進員等の人数

R3:27,891人 R4:28,075人 R5見込み:30,000人

コミュニティ・スクールの導入や
質の向上等に関する研修会やアドバイザーの派遣を
実施する自治体（都道府県・政令市）の増加

※子供を取り巻く課題の類型例
・学校運営上の課題

（社会に開かれた教育課程の実現、
学校における働き方改革、いじめ、不登校など）

・学校と地域の課題
（地域の安全・防災など）

・学校と家庭の課題
（放課後児童対策、子供の貧困、児童虐待など）

学校・家庭・地域の連
携が進み、様々な課
題に対して協働して取
り組む地域の増加

学校・家庭・地域が連携・協働
して、自立的・継続的に子供を
取り巻く課題を解決できる環境
が整っている地域の増加

子ども会

社会教育
施設・団体

▶ コーディネート機能の強化
〇 引き続き地域学校協働活動推進員等の配置を促進
〇 学校における働き方改革や放課後児童対策などの
地域課題に応じ、専門性を活かした追加配置や、
常駐的な活動等を支援

▶ 地域学校協働活動の実施
〇 学校における働き方改革に資する取組、
学習支援や体験・交流活動等を支援

▶ 教育委員会の伴走支援体制の構築・強化
〇 CSアドバイザーの配置促進
〇 地域学校協働活動推進員等に対する研修の充実

具体的な取組
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放課後児童対策パッケージ（令和5年12月25日）

趣
旨

「新・放課後子ども総合プラン」最終年度にあたり、受け皿確保（152万人分）や待機児童対策に集中的に取り組んできたが、目標の達成は困難な状況。
放課後児童対策の一層の強化を図るため、こども家庭庁と文部科学省が連携し、予算・運用等の両面から集中的に取り組むべき対策として、とりまとめた。
「こども未来戦略」における加速化プラン期間中、早期の受け皿整備の達成に向け、本パッケージは令和5～６年度に取り組む内容をまとめたものである。

１．放課後児童対策の具体的な内容について

２．放課後児童対策の推進体制について

放課後児童クラブを開設する場の確保
① 放課後児童クラブ施設整備の補助率の嵩上

げ【R5補正】
② 学校（校舎、敷地）内における放課後児童ク

ラブの整備推進
③ 学校外における放課後児童クラブの整備推進

（補助引き上げ）【R5から実施】
④ 賃貸物件等を活用した放課後児童クラブの受

け皿整備の推進（補助引き上げ）【R6拡充】
⑤ 学校施設や保育所等の積極的な活用

放課後児童クラブを運営する人材の確保
① 放課後児童クラブにおける常勤職員配置の

改善【R6拡充】
② 放課後児童クラブに従事する職員に対する

処遇改善
③ ICT化の推進による職員の業務負担軽減

【R5補正】
④ 育成支援の周辺業務を行う職員の配置によ

る業務負担軽減

適切な利用調整（マッチング）
① 正確な待機児童数把握の推進
② 放課後児童クラブ利用調整支援事業や送迎支援の

拡充による待機児童と空き定員のマッチングの推進等
（補助引き上げ）【R6拡充】

（１）放課後児童クラブの受け皿整備等の推進

（２）全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごすための強化策

３．その他留意事項について

その他
① 待機児童が多数発生している自治体へ両省庁から助言
② コミュニティ・スクールの仕組みを活用した放課後児童対

策の推進
③ 更なる待機児童対策(夏季休業の支援等)に係る調

査・検討
放課後児童対策に従事する職員やコー
ディネートする人材の確保
① 放課後児童クラブにおける常勤職員

配置の改善(再掲)
② 地域学校協働活動推進員の配置促

進等による地域学校協働活動の充実

多様な居場所づくりの推進
① 放課後児童クラブと放課後子供教室の「校内交流型」「連携型」の推進
② こどもの居場所づくりの推進（モデル事業、コーディネーター配置）【R5補正】
③ コミュニティ・スクールの仕組みを活用した放課後児童対策の推進(一部再掲)
④ 特別な配慮を必要とする児童への対応
⑤ 朝のこどもの居場所づくりの推進（好事例周知等）

質の向上に資する研修の充実等
① 放課後児童対策に関する研修の充実
② 性被害防止、不適切な育成支援防止

等への取組
③ 事故防止への取組
④ 幼児期から学童期に渡っての切れ目の

ない育ちの支援

① 市町村の運営委員会、都道府県の推進委員会の継続実施
② 総合教育会議の活用による総合的な放課後児童対策の検討

（１）市町村、都道府県における役割・推進体制
① 放課後児童対策に関する二省庁会議の継続実施
② 放課後児童対策の施策等の周知

（２）国における役割・推進体制

① 放課後児童クラブの整備<152万人の受け皿整備を進め、できる限り早期に待機児童解消へ>
② 放課後児童クラブと放課後子供教室の連携<同一小学校区内でできる限り早期に全てを連携型へ>
③ 学校施設を活用した放課後児童クラブの整備<新規開設にあたり所管部局が求める場合、できる限り早期に全て学校施設を活用できるように>

（１）放課後児童対策に係る取組のフォローアップについて （２）子ども・子育て支援事業計画との連動について
（３）こども・子育て当事者の意見反映について

放課後児童クラブの実施状況（R5.5.1） 登録児童 145.7万人 待機児童 1.6万人
（R5.10.1）登録児童 139.9万人 待機児童 0.8万人
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放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について
（令和5年8月31日付けこ成環第125号・５教地推第71号通知）【概要】

（１）余裕教室の活用及び放課後等における学校施設の一時的な利用の
促進

① 余裕教室の活用、学校施設の一時的な利用（タイムシェア）の促進
② 学校教育・児童福祉を担う部局間・関係者間の連携による検討
③ 余裕教室の改修、設備整備、備品購入、プレハブ施設の設置等に係る
国庫補助（放課後子ども環境整備事業）の活用

④ 学校施設の転用に係る財産処分手続の大幅な弾力化等

放課後児童クラブの待機児童の解消が喫緊の課題となっている状況を踏まえ、改めて「新・放課後子ども総合プラン」（以下「新プラン」）の趣旨
を周知するとともに、待機児童の解消を目指し、学校施設を有効活用した放課後児童クラブの実施等の取組を一層促進するため、配慮いただ
きたい事項について通知するもの。

２．学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化について

３．関係部局間・関係者間の連携について

４．その他

（２）廃校施設の活用
• 地域の実情・ニーズを踏まえた廃校施設の活用
• 施設改修、送迎支援に係る国庫補助（子ども・子育て支援施

設整備交付金）の活用
（３）学校施設と放課後児童クラブの複合化

• 学校施設と他の公共施設等の複合化に関する報告書・事例
集、複合化して整備する場合の補助金の活用

• 学校施設の管理運営上の責任の所在について関係部局間での取決めが行われやすくなるよう示した協定書のひな形（R1.7通知）の参照
• 学校施設の一時的な利用（タイムシェア）においてあらかじめ取り決めておくことが望ましい事項の参照

（１）総合教育会議の活用による総合的な放課後児童対策の検討
• 教育委員会と福祉部局が連携した総合的な放課後児童対策について積極的に総合教育会議で取り上げ

（２）推進委員会等による放課後児童対策の検討
• 市区町村：新プランに基づく運営委員会等を活用した適切な体制づくり
• 都道府県：新プランに基づく推進委員会等を活用した連携

（１）放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的又は連携した運営について
• 新プランに基づく両事業の連携、同一小学校内等での一体型の推進
• 国庫補助等の活用による推進体制の構築・実施環境の整備

（２）放課後のこどもの居場所づくりについて
• 児童館・社会教育施設等を活用した居場所の確保
• 国庫補助（放課後居場所緊急対策事業：児童館等の入退館の

把握や見守りを行う専門スタッフの配置を支援）の活用

１．学校施設等の有効活用について

（３）学校運営協議会を活用した学校・家庭と放課後児童クラ
ブとの連携

• 学校運営協議会制度の導入や積極的活用（例：放課後児
童クラブ関係者を協議会委員に選定、議題設定の工夫）の検討

放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について（通知）（令和5年8月31日付けこ成環第125号・５教地推第71号通知）
https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/R5houkagojidou_shisetsukatuyou_tsuchi.pdf
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２．コミュニティ・スクールのメリット

社会教育士について
○ 社会教育主事講習等の学習の成果が認知され、社会教育行政以外の分野においても活用される仕組みの構築が
求められていたところ。

○ このため、講習等の学習の成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生かされる仕組みを構築し、社会教
育の振興を図るため、講習の修了証書授与者が 「社会教育士（講習）」 と、養成課程の修了者が 「社会教育士
（養成課程）」 と称することができることとした。

社会教育士に期待される役割
○ 「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携
・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野
における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。

○ また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・協
働が図られることが期待される。

法令根拠

社会教育主事講習等規程（昭和二十六年文部省令第十二号） （改正省令）公布日 平成30年2月28日 施行日 令和2年4月1日

第８条第３項 第１項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
第11条第３項 第１項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称することができる。

これまでの称号付与数

令和２年度 令和３年度 令和４年度 計
（内訳）主事講習 492人 1,414人 1,532人 3,438人
（内訳）養成課程 214人 336人 538人 1,088人

社会教育士称号付与数 706人 1,750人 2,070人 4,526人

「社会教育士」について
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社 会 教 育 士 に 期 待 さ れ る 役 割 （ イ メ ー ジ 図 ）

○ 「社会教育士」は、教育委員会事務局に配置される「社会教育主事」になるための講習や養成課程を修了した者に与えられる「称号」
です。社会教育主事にならなくても、その能力があることが分かるようにするため、令和２年４月に新設しました。

○ 講習や養成課程で習得したコーディネート能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力等を活かし、教育委員会のみならず、
福祉や防災、観光、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、行政や企業、NPO、学校等の様々な場で、
人づくりやつながりづくり、地域づくりに中核的な役割を果たすことが期待されています。

「社会教育士」とは？～学びを通じて、人づくり・つながりづくり・地域づくりの中核的な役割を果たします～
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今後、社会教育施設や学校、行政、民間など様々な場で、地域の学びと実践をコーディネートする社会教育人材の活躍が期待される

社会教育士学校図書館 （埼玉県さいたま市）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）
〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

学校図書館（司書）の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇 学校図書館の運営に必要な専門的・技術的な職務
〇 学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を教員等とともに進める

等

〇 公民館と連携して「ビブリオバトル」などの読書活動を実施することで、中学生・
高校生が、多様な年代と関わることができる場である公民館にあらためてつ
ながる（高校と公民館の連携、生徒の多世代交流の機会）

具体の取組・活動

〇 司書の専門性を活かし、本を通じて自校の生徒を地域の多様な人や施設・
団体とつなげることで、地域と協働・連携することができる

〇 学校図書館の機能を活かし地域とつながることで、自校の生徒だけでなく貧
困などの課題を抱える子供たちに本を届ける取組を推進できる

〇 ネットワークを生かして地域のNPO活動等にも関わり、子供たちの居場所に
本を届ける活動に参画

〇 本と人をつなげるために、図書館関係者
以外の人とのつながりづくりを積極的に
展開（Youtubeラジオなど）

社会教育士防災行政 （北海道恵庭市）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）
〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

防災行政（職員）の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇 自治体の防災計画等の策定
〇 防災マニュアル（避難所運営マニュアル等）の作成・周知

等

〇 地域全体で「共助」を行動に移せるところまで理解してもらうため、防災マニ
ュアルの作成過程で、学習テーマを「避難所」、学ぶためのツールを「マニュアル
づくり」とした地域住民が参加する「防災学習会」を実施（住民同士の協議
が、「次はどうする？」と自発的・発展的に展開するところまで促す）

具体の取組・活動

〇 災害時に、「行政がなんとかしてくれるだろう」ではなく、自分ごととして主体的に
動いてもらうためには、住民同士の学び合いの中で気付きを促す社会教育
のノウハウや専門性を活用することが効果的

〇 地域のキーパーソンの発掘・育成など、地域との関係性を高めることが重要

〇 社会教育主事時代に築いた地域との
つながり・関係性を生かして、既存の
地域のラウンドテーブルの活用や新たな
組織的な活動の構築、市民への効果
的な情報伝達を実施

社会教育人材（社会教育士等）の活動事例
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今後、社会教育施設や学校、行政、民間など様々な場で、地域の学びと実践をコーディネートする社会教育人材の活躍が期待される

社会教育農業・地域づくり （島根県安来市）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）
〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

農村RMO(※)の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇 複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動
と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う

〇 地域ビジョンの作成に向けて、地域の主要産業である農業活性化についての
アンケートを全世帯で実施

具体の取組・活動

〇 主要産業である農業に加え、地域全体の活性化を図るためには、農業関係
者だけでなく、地域住民全体を巻き込んでいく必要がある

〇 地域運営組織にも農業関係者だけでなく、幅広い人材が必要
〇 そのため地域住民の話し合いの場を創出することが効果的

〇 住民が中心となって話し合いを進めるにあたって、県からの派遣社会教育主
事がオブザーバーとなり、公民館と連携して、世代別・全世代のワークショップ
などをコーディネート

〇 話し合いを通じて、地域全体にビジョンが浸透。
新しい人のつながりと新たな人材発掘・育成に
つながり、農村RMOにも幅広い人材が参画

（※農村型地域運営組織）

社会教育人材（社会教育士等）の活動事例

社会教育士特設サイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/mex
t_00667.html
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○ 家庭環境が多様化し、様々な課題や複雑な
事情を抱える家庭が増加する中、児童虐待など、
子供たちの健やかな育ちをめぐる課題が懸念され、
真に支援が必要な家庭に寄り添い届ける支援
（アウトリーチ型支援）が必要。

○ 共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域の
つながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境が変化
する中、子育てに悩みや不安を持つ保護者も多く

、
地域全体で家庭教育を支える体制を構築する
ことが必要。

○ 子供の生活習慣の乱れが、学習意欲、体力、
気力の低下の要因の一つとして指摘されており、
十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動
など、子供の健やかな成長には、規則正しい生活
習慣の確立が必要。

○ 家庭教育は、すべての教育の出発点であり、父母その他の保護者が子供に対して行う教育。子供の豊かな情操、家族を大切にする気持ちや他人に対する思いやり、
命を大切にする気持ち、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナーなどを含め、子供の基本的な生活習慣や自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図る上
で重要な役割を担うもの。

１．家庭教育の位置づけ

◆教育基本法（平成18年法律第120号）（抄）（※改正教育基本法（Ｈ18）において新設された条文）

（家庭教育）
第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身

の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重（※）しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策

を講ずるよう努めなければならない。

（※ 家庭教育支援に当たっては、個々の家庭における具体的な教育の内容や方法は、各家庭（保護者）が決めるものであることに留意）

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）
第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

家庭教育の自主性を尊重しつつ、子育てに関する様々な悩みや不安を抱える保護者を支援するため、保護者に対する学習の機会及び情報の提供等地域における家庭教
育支援の取組を推進するための施策を実施。
○ 地域の実情に応じた家庭教育支援（アウトリーチ型支援を含む）の取組（※）への財政支援
（※ 地域において家庭教育支援を担う人材の養成、「家庭教育支援チーム」の設置、様々な支援活動の実施等）

○ 家庭教育支援に関する効果的な方策の調査検討・全国的な普及啓発 ○ 「家庭教育支援チーム」の設置促進（文部科学大臣表彰等） 等

＜朝食摂取と学力調査の平均正答率との関係＞

３．文部科学省における主な取組

２．家庭教育を取り巻く状況

出典： 文部科学省「全国学力・学習状況調査」（令和5年度）
（83.7%） （10.2%） （4.6%） （1.5%）
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＜児童相談所での児童虐待相談対応件数＞

（年度）
出典：厚生労働省調査

（件）
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100

国語 算数

（小学６年生）

毎日食べている どちらかといえば、食べている あまり食べていない 全く食べていない

家庭教育支援について

4.1%（24世帯に１世帯）

6.3%（16世帯に１世帯）
0.0%

10.0%

1989 2001 2010 2017 2022

＜「児童のいる世帯」の中で「ひとり親と未婚の子のみの世帯」の割合＞

出典：「国民生活基礎調査」（厚生労働省）

（年）

※速報値
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1

地域における家庭教育支援基盤構築事業

背景・課題

事業内容

令和６年度予算額（案） 70百万円
（前年度予算額 75百万円）

①地域の実情に応じた家庭教育支援の促進（継続）［61百万］
地域において人材の発掘・リーダーの養成等により家庭教育支援チームを組織化し、
保護者への学習機会や情報の提供 等を実施。

→ R６目標：1,000チーム

②個別の支援が必要な家庭への対応強化（継続）
①に加えて、特に個別の支援が必要な家庭に対し、地域から孤立しないよう、
専門人材も活用し、個々の状況に寄り添いながら、
●相談対応や情報提供を実施。［8百万］
●地域人材の資質向上のための研修の実施。［1百万］

→ R６目標：100チーム
児童福祉法に基づく対応

＜子育て家庭＞

＜家庭教育支援チーム＞
学びの場や
情報の提供等

アウトリーチ
型支援

４．包摂社会の実現
（孤独・孤立対策）
日常の様々な分野で緩やかなつながりを築ける多様な「居

場所」づくりなど孤独・孤立の「予防」、アウトリーチの取組、
社
会的処方の活用、ひきこもり支援、新大綱に基づく自殺総
合対策など重点計画の施策を着実に推進する。

骨太の方針2023（令和5年6月16日閣議決定）

インパクト（国民・社会への影響）

・ 家庭・学校・地域の連携・協力の下、社会全体で
子供たちの教育を支える環境を構築。
・ 保護者の子育て環境により子供たちが家庭で受け
る教育について左右されることがなくなり、不登校・児
童虐待の減少、少子化の改善へ。

アウトカム（成果目標）

保護者の不安や課題等への早期対応が可能になり、
身近な地域に家庭教育の悩みを相談できる人がいる
保護者の割合が改善する。（R３:29.9％）

アウトプット（活動目標）

・ 家庭教育支援チームを1000
チーム設置。
・チームの半数がアウトリーチ型
支援を実施。

【補助率】

事業開始：平成27年度～

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

家庭教育・子育てに
関心がある家庭

不安や悩みを
抱える家庭

福祉的な対応
が必要な家庭

学校・教育委員会と連携しつ
つ、地域の多様な人材(※)を
活用して実施

※元教員、社会教育関係者、
子育て経験者 等）

○こども家庭庁が設置され、子供の学びや育ちを家庭を含めた社会全体で支援することが求められる。
○約7割の保護者が子育てに悩みや不安を抱えている
○地域において子育ての悩みを相談できる人は約3割
○不登校の増加(約30万人)、家庭の孤立化による児童虐待(約22万件)のリスク増

①身近な地域において、保護者の悩み・不安を解消できる家庭教育支援チームを構築する必要がある。
②家庭教育支援チームにおいて、３～４割がアウトリーチ型支援を実施しているが、

人材・予算の確保が課題となっている。

（担当：総合教育政策局地域学習推進課）
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○ 地域の子育て経験者を中心として、教員OB、
PTA等の教育関係者、民生委員や児童委員等
の保健福祉関係者など、地域の実情に応じた
多様な関係者で構成。

○ 主な取組は、以下のとおり。
（１）保護者等への学びの場の提供
（２）保護者等への地域の居場所づくり
（３）アウトリーチ型家庭教育支援（※保護者の居場所に出向いて届ける支援）

＜文部科学大臣表彰＞※平成29年度より実施【隔年】
・ 地方公共団体（都道府県・指定都市）からの
推薦等によるチームの表彰。
令和５年度は、全国20チームの活動を優れた
活動として選定し、表彰式を実施予定。

表彰式の様子は文部科学省ホームページで紹介。
＜補助事業による推進＞
・ 地域における家庭教育支援基盤構築事業
（1/3補助事業）において、家庭教育支援チーム
の組織化及び支援活動等に係る経費を補助。

＜チームの登録制度＞
・ 「家庭教育支援チーム」の設置促進とともに、各地域の取組状況の把

握や、効果的な事例の収集・情報発信による全国の様々な地域における
家庭教育支援の取組の活性化促進に資するため、「家庭教育支援チーム」
登録制度を実施。【→登録チームは、ロゴマークを使用可】

○ 共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化等を背景に、子育てに悩みや不安を抱える保護者も多く、地域全体
での家庭教育支援の必要性が高まっていることを踏まえ、文部科学省では、平成20年度より、保護者が安心して家庭教育を
行うことができるよう、身近な子育て経験者や元教員等、地域の多様な人材を活用した「家庭教育支援チーム」の設置を促進。

チームの構成・業務

趣旨・目的

国による支援

家庭教育支援チーム
ロゴマーク

○ 身近な地域において保護者への
支援を行う「家庭教育支援チーム」
の組織化や活動を支援することを
目的としたリーフレットを作成。

（平成28年2月）

啓発資料

家庭教育支援チーム数の推移

○ 地域において「家庭教育支援
チーム」を立ち上げる際に必要
な視点等について、事例、コラム等
を交えて整理した手引書を作成。

（平成30年11月）

※ 補助事業により支援している「家庭教育支援チーム」数と登録制度に
登録している「家庭教育支援チーム」数を合計したもの（各年度末現在）

328 381 441 535 616 721 779 882 986

0
400
800
1200

（チーム数）

保護者学習会の様子
（都濃町家庭教育応援団「さん・さん」

／宮崎県都農町）

＜活動事例＞
保護者への学習機会の提供

328 381 441 535 616 721 779 882 986 9891,031

0
400
800

1200

「家庭教育支援チーム」
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【活動開始時期】 2017年9月

【構成員】 2人（元教員、元看護士）

【目的】
・子育てに悩む保護者が不安を抱えたまま孤立しないよう、相談に丁寧
に対応し、関係機関と連携しながら支援する。
・家庭の教育力の向上のために、子育てに関する講座や親子参加のイ
ベントを通して、保護者目線の学習機会の提供をする。 等

【主な活動】
■家庭教育相談室「こころのオアシス」

小学校内に相談室を設置し、保護者や
児童・生徒、地域の方の相談に応じ、
関係機関と連携しながら相談者の不安
解消や継続的な支援につなげる。

■保護者への学習機会の提供
家庭教育講座や小学校見学ツアーを開催する。

■企業訪問
多忙な保護者の就労先で、子育てに役
立つ出前講座の開催や相談室のPRを
行う。

【効果】
・保護者が立ち寄りやすい地域に根差した相談室として定着しつつあり、
相談室が情報共有の場となることで、関係者同士の連携が円滑になっ
ている。
・学校生活でつまづきがちな子供の居場所としても活用されている。 等

「家庭教育支援チーム」の活動事例（令和３年度文部科学大臣表彰受賞活動より）

西会津町家庭教育支援チーム「こころのオアシス」（福島県） 橋本市家庭教育支援チーム 「ヘスティア」（和歌山県）

【活動開始時期】 2008年4月

【構成員】 33人（県教育委員、元小学校講師、民生・児童委員、
子育て経験者 等）

【目的】
・子供が自立した大人に成長できるように、保護者が不安や悩みを抱え
たまま孤立することがないよう、学校や行政等の関係機関と連携しながら
活動している。

【主な活動】
・４つの部に分かれて活動しており、チーム員がそれぞれの得意分野を活
かしている。
■就学時健診時ワークショップ

市内のほぼ全ての小学校の就学時健康診
断の場に出向き、保護者のつながりづくりや
不安解消を目的としたワークショップを開催。

■家庭訪問
保護者本人や関係機関の要望に応じ、家庭に訪問し個別に悩みを
聞く。訪問した保護者が講座に参加したり、講座の参加者が家庭訪
問につながるケースもあり、活動が相互に結び付いた支援となっている。

■ブックスタート
4～5か月健康診断の際に、絵本の読み聞
かせ・プレゼントを実施。子育ての早い時期
から、チームと保護者がつながる機会として
いる。

【効果】
・支援家庭が、子供に対してより良い関わり方ができるようになったり、
保護者が感じていた孤独感を解消したりすることができた。 等
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※ 幼保連携型については、認可・指
導監督の一本化、学校及び児童福祉施
設としての法的位置づけを与える等、
制度改善を実施

保育所
０～５歳

認定こども園 ０～５歳

幼稚園型 保育所型
地方裁量

型

小規模保育、家庭的保育、
居宅訪問型保育、事業所内保育

施設型給付費

地域型保育給付費

幼稚園
３～５歳

①利用者支援事業

②延長保育事業

③実費徴収に係る補足給付を

行う事業

④多様な事業者の参入促進・

能力活用事業

地域における小学校就学前の

子どもを対象とした多様な集

団活動事業の利用支援

⑤放課後児童健全育成事業

⑥子育て短期支援事業

⑦乳児家庭全戸訪問事業

…

地域子ども・子育て
支援事業

・企業主導型保育事業
⇒ 事業所内保育を主軸
とした企業主導型の
多様な就労形態に対
応した保育サービス
の拡大を支援（整備
費、運営費の助成）

・企業主導型ベビーシッ
ター利用者支援事業
⇒ 繁忙期の残業や夜勤
等の多様な働き方を
している労働者が、
低廉な価格でベビー
シッター派遣サービ
スを利用できるよう
支援

・中小企業子ども・子
育て支援環境整備事業
⇒くるみん認定を活用
し、育児休業等取得
に積極的に取り組む
中小企業を支援

仕事・子育て
両立支援事業

幼保連携型

※ 私立保育所については、児童福祉法第24条
により市町村が保育の実施義務を担うことに
基づく措置として、委託費を支弁

子育てのための施設等利用給付子どものための教育・保育給付

施設等利用費

認定こども園・幼稚園・保育所・
小規模保育等に係る共通の財政支援

地域の実情に応じた
子育て支援

仕事と子育ての
両立支援

施設型給付を受けない幼稚園、認
可外保育施設、預かり保育事業等

の利用に係る支援

認可外保育施設等

・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業）

特別支援学校

施設型給付を受けない
幼稚園

預かり保育事業

※認定こども園（国立・公立大学
法人立）も対象

市町村主体 国主体

0

児童手当等
交付金

現
物
給
付

現
金
給
付

児童手当法等に基づく
児童手当、特例給付の
給付

０～３歳未満 15,000円
３歳～小学校修了まで 第１子・第２子：10,000円 第３子以降：15,000円
中学校 10,000円
所得制限限度額（960万円）～所得上限額（1,200万円） 5,000円（特例給付）

子ども･子育て支援制度の概要
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地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援
令和３年度から多様な事業者の参入促進・能力活用事業（子ども・子育て支援法に規定された地域子ども・子育て支援事業（いわゆる13
事業）の１つ）にメニューを追加し、
・地方自治体（市町村・特別区）の手上げ
・国で一定の基準を設けるものの地方自治体の裁量を認めることが可能な仕組み で実施。

幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない、本事業の要件を満たす施設等を利用する満３歳以上の幼児の保護者が支払う
利用料：どの施設等でも共通的に徴収している、いわゆる保育料。

対象幼児１人当たり月額 20,000円
ただし、利用する施設等の過去３カ年の平均月額利用料が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児は、当該平均月額利用料

市町村等から保護者に直接給付する。

【必須】以外は地方の裁量で内容や確認方法等の変更可。その際は、合議制の機関で審議。
職員 ○職員【必須】 有資格者３分の１以上（幼稚園教諭、保育士、看護師)

○配置基準（幼児：活動従事者）【必須】 ３歳児 ２０: １ ／ ４歳以上児 ３０: １ また、２人を下回ってはならない

設備 ○面積基準：集団活動室 1.65㎡以上／人
○設備基準：調理室、便所、手洗用設備、必要な遊具等の備え付け

対象施設等 ○開所時間【必須】 概ね、１日４時間以上８時間未満、週５日以上、年間39週以上
○保育の必要性のある子どもの割合【必須】
幼児教育・保育の無償化の対象となる満３歳以上の子どもの数が、当該施設等を利用する満３歳以上の子どもの概ね半数を超えないこと

非常時の対応 【必須】 ・消火用具、非常口の設置 ・非常災害に対する計画策定、訓練の実施
・集団活動室を２階に置く場合は準耐火、３階以上に置く場合は耐火建築物（建物がない場合には、活動の実態に応じて必要と
考えられる措置）

幼児の処遇等 ○活動内容
・幼児一人一人の心身の発育や発達の状況に基づいた適切な活動の計画を策定・実施
・各施設等の活動方針に基づいた計画の策定

○給食：出す場合、年齢等に配慮した食事内容等
○健康管理・安全確保【必須】
○職員・子どもの帳簿の整備
○適切な会計処理が確認可能

５ 国、都道府県、市区町村 1/3ずつ

１．支援対象経費

２．基準額

３．給付方法

４．対象施設等の基準

５．国と地方の負担割合 29
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